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環境影響評価準備書の公告・縦覧及び意見募集について 

 
 ・公   告   日 ： 平成 23 年 7 月 19 日(火) 

 ・縦 覧 期 間 ： 平成 23 年 7 月 19 日(火) から 平成 23 年 8 月 18 日(木) 

 ・縦 覧 場 所 ： 長野県環境部環境政策課、長野地方事務所環境課 

             長野市環境部環境政策課、長野市大豆島支所 

             長野広域連合事務局環境推進課 

 ・意 見 募 集 期 間 ： 平成 23 年 7 月 19 日(火) から 平成 23 年 9 月 1 日(木) 

 ・意 見 提 出 先 ： 長野広域連合事務局環境推進課 

 ・意見書の提出件数  ： ５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価準備書への意見及び事業者の見解 

資料３ 

特記事項 

① 意見書ごとに、事業者の見解をお答えしています。なお、提出された意見書については、「意見書１」…「意見書５」として、記載しています。 

② 意見書に添付されていました資料については、平成 23年第１回長野県環境影響評価技術委員会（H23.9.13）の「資料 4」をご覧ください。 

③ 意見書の原文の下線箇所は、「環境影響評価準備書 要約書」のページ番号を示します。 

長野Ａ 
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Ｎｏ 

意見書１                                                     （ １ ／ １ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

１ 第４章 

4-1 大気質 
 
4-2 騒音 
 
 
4-3 振動 
 
4-5 悪臭 

304 
 

374～ 
 378 

 
407 
 

440 

１．施設の詳細が決まっていないのに、施設の稼働による環境への影響は評価 

 できないと思います。 

 

今回の環境影響評価業務と併行して作成した計画施設のアセス用の概要設計を基

に、複数のプラントメーカーから排ガス、騒音等の基本情報を入手し、数値の確認を

行ったうえで、環境負荷が最大となる諸元を設定して予測評価を実施しております。 

なお、排出源の主な諸元については準備書の以下のページに記載しております。 

・排ガス発生源の条件 P304 表 4-1-69  

・騒音発生源の条件  P374 図 4-2-15(1) から P378 表 4-2-35 まで 

・振動発生源の条件  P407 図 4-3-8、表 4-3-22 

・悪臭発生源の条件  P440 表 4-5-11 

２ 準備書全般   

２．影響予測にあたって、使用されている基図が古い 

  例えば、「第 4 章 図 4-1-1(1) 大気質の現地調査地点」の基図には、４～

5 年前に閉店した西友スーパーが載っており、それ以降に計画敷地周辺に建

てられた多くの民家が載っていません。現状とは異なる平面図を使用して、

技術委員に正しい評価を求めることは無理です。影響を予測するなら少なく

とも平成 22 年の住宅の状況を記した基図を用いるべきです。 

 準備書に掲載しました地図等については、再度、確認を行い必要に応じ評価書にお

いて修正したものを記載いたします。 

 なお、予測評価は現況に基づき行っており、地図が古いことによる影響はないと考

えております。 

３ 第１章 1-5 事業の内容 9 

３．ごみ処理広域化基本計画は時代の流れに逆行しています 

 「温暖化ガスの削減のため、灰溶融炉は廃止」（環境省、平成 22 年 3 月）

など社会情勢が変化する中で、平成 11 年度以来の灰溶融炉計画をそのまま

引きずった広域連合の計画はこれからの時代に適した選択と言えるでしょ

うか。広い見地からの評価を求めます。 

国から平成22年3月に ①ダイオキシン類対策が進んだことによる溶融固化処理の

必然性の低下、②最終処分場の残余年数の増加、③灰溶融固化設備の廃止による燃料

等の削減により温室効果ガス削減への寄与を理由として、過去に国庫補助金により整

備した灰溶融固化設備を廃止しても補助金の返還を要しない旨、一定の条件（①焼却

灰の全量をセメント又は土木材料として利用するか他の施設で溶融処理できること、

②焼却灰の再利用等が困難な場合は、最終処分場を 15 年分以上確保できること等）

を付し、通知されております。（「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準の運

用（焼却施設に附帯されている灰溶融固化設備の財産処分）について」平成 22 年 3 月

19 日） 
 
当広域連合では、このような国の動向もふまえ、平成 23 年 2 月に「ごみ処理広域

化基本計画」の見直しを行い、「灰の資源化の検討」、「高効率発電の導入」、「災害ご

みへの対応」等、近年のごみ処理技術の進展、地球温暖化問題の顕在化等を考慮した

ところでありますが、国の通知の要件を満たすことについては、現時点では困難であ

り、最終処分量の減容化、ダイオキシン類の無害化等に有効であり、再資源化につな

がるものと考えておりますことから、引き続き溶融固化処理を行う計画としておりま

す。 
 
ご指摘のように、灰溶融炉を取りやめ、余剰電力をより多く生み出すことは温室効

果ガス削減に寄与するものではありますが、溶融固化処理に必要なエネルギーは、ほ

ぼ全量を高効率発電により賄うことができ、かつ余剰電力も生み出せるものと判断し

ております。 

４ 第１章 1-5 事業の内容 24 

４．原発事故に限らず、想定外の事故も考慮して欲しい 

 準備書の要件には当たらないかもしれませんが、万一、灰溶融炉の爆発

事故が起こった場合の影響予測や対応計画がありません。これらは、地元の

住民合意を求めるうえで必須条件と考えます。 

ご指摘の件は、環境影響評価の対象ではないと考えます。 

なお、計画施設は、災害に強い施設とし、万一の事故や自然災害の際には安全に運

転を停止し、二次災害を発生させないことが重要と考えます。稼働にあたっては、可

能な限り具体的なリスクを想定し、事故対応マニュアルや危機管理マニュアルを作成

し、職員の教育訓練を徹底するなど危機管理の体制を整えてまいります。 
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Ｎｏ 

意見書２                                                     （ １ ／ ３ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

５ 準備書全般     

１．総括的意見 

 環境影響評価準備書（以下準備書と略称）は科学的根拠と信頼性について疑義

があり、また焼却炉とともにＡ焼却施設を構成する灰溶融炉に係る環境影響評価

が欠落していることから、準備書としての要件を満たしていません。従って、候

補地にＡ焼却施設を建設することの可否について判断する際の資料とすること

はできません。 

 今回の環境影響評価については、焼却炉(ストーカ式 450ｔ/日)と灰溶融炉 

（電気式 60ｔ/日）が稼働するという条件で予測評価を行っております。 

 

６ 第４章 

4-1 大気質 
 
4-2 騒音 
 
 
4-3 振動 
 
4-5 悪臭 

304 
 

374～ 
 378 

 
407 
 

440 

２．予測方法、予測結果と評価方法、評価結果についての科学的根拠および信頼

性について 

2.1 大気汚染物質等の発生源施設の諸条件が不明なまま予測している 

 悪臭、大気質等の施設稼働に伴う大気汚染を、大気中の濃度という物理量とし

て予測するためには、大気汚染物質等の発生源である焼却施設の条件設定が不可

欠です。しかしながら、処理能力、煙突高さが与えられているだけで、発生源施

設の条件（設備・装置の具体的な仕様、施設の稼働条件と施設からの大気汚染物

質等の排出量（排ガス量、排ガス密度、排ガス中の濃度、排出熱量・・・））が

与えられていません。このような条件で、物理量を予測することは不可能です。

「排出ガス濃度等は計画値を設定している」とあるが、これだけでは、予測値は

計算できません。どのようにし予測されたのか、科学的根拠を示して下さい。 

 方法書の段階で同様な指摘があって、事業者の回答は、「環境影響評価と併行

して施設の詳細計画を策定してまいります」とあるにもかかわらず、これを実行

しないで準備書が作制されたわけです；方法書を踏まえた準備書ではないことも

示しています。 

意見書１ Ｎｏ１の見解と同じです。 

７ 第４章 4-1 大気質 197～ 

2.2 予測濃度の科学的信頼性に欠ける 

 大気質の濃度を例にとります； 

 逆転層発生時などの一時的な大気汚染の予測「二酸化窒素 1時間値予測濃度 

0.0654 ppm,  環境保全目標値 0.1 ppm 以下」物理量には有効数字があります。

有効数字を揃えないと物理量の大小を比較できません。予測濃度の有効数字は 3

桁、目標値は 1桁。 予測濃度の有効数字を目標値に併せて丸めて 1 桁にすると、

0.07 ppm となります。 

 複雑なシュミュレーション式に多くの仮定を含むパラメータを設定して得ら

れた予測濃度 0.07 ppm と目標値 0.1 ppm との間に「目標値を下回っているから

影響が小さい」と結論できる有意差があるのでしょうか。あるとしたらその根拠

（計算の正確度）をお示し下さい。 

 与えられた条件に従ってコンピュウターは適当に数値をいくらでも吐き出し

ます。他の汚染物質についても、予測値と目標値の間に、物理量として有意差が

あるのか吟味し、科学的に意味のある計算と物理量表示をして下さい。また、入

力パラメータの一つである環境保全目標値を変更したとき、予測濃度はどの程度

変動するのでしょうか。稼働による排出濃度にはかなりの変動がありましょうか

ら、これに対応して、予測値がどの程度の揺らぎ幅を持っているのか、準備書の

信頼性を高めるためにも示しておくことも必要です。 

施設稼働後の予測濃度は、建設候補地周辺で実施した現況調査より得られた 

大気汚染物質等の最大値（バックグラウンド濃度）に、計画施設からの最大の寄

与濃度を付加して算出しております。このように、予測濃度については、影響が

最大となる条件を想定しておりますが、全ての地点で環境保全目標値を下回る結

果となっております。 

次に、排ガスの寄与濃度の有効数字を揃えていない理由につきましては、建設

候補地における気象調査の結果を基に、大気拡散モデルにより排ガスの寄与濃度

を算出したところ、その結果が、バックグラウンド濃度より数値が低かったこと

から、より下の桁まで表記したものです。 

また、予測値の変動については、排ガス濃度は最大となる計画値を用い、   

排ガス量の最大と最小で予測を行っております。 

その一例として窒素酸化物の長期評価の結果を以下に示します。 

・ケース１  条件     最大値   136,000Nm3/h 

       予測結果   0.02476ppm（年平均値） 

・ケース２  条件     最小値   113,000Nm3/h 

       予測結果   0.02462ppm（年平均値） 

 上記結果のとおり、排ガス量が 20％変化しても、予測結果の変化は約 0.5％  

程度であり、著しい違いは見られませんでした。 
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Ｎｏ 

意見書２                                                    （ ２ ／ ３ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

８ 
第１章 
 
第４章 

1-5 事業の内容 
 
4-16 温室効果ガス等 

9 
 

678 

３．灰溶融炉に係る環境評価について 

 灰溶融炉の施設計画（設備・装置の具体的な仕様、施設の稼働条件と施設から

の大気汚染物質等の排出量、電力消費量・・）と環境評価が全く記述されていま

せんので、準備書として未完であり、住民、技術委員会等から意見聴取できるレ

ベルにありません。灰溶融炉に係る環境評価を実施して下さい。 

 灰溶融炉は、国・環境省の将来動向として、廃止する方向にあるのではないで

しょうか。近視眼的な施設計画ではなく、長期的な 10 年、20 年単位の長期的な

視野でこの問題を検討すべきです。 

灰溶融炉を含めた計画施設の排出源の諸元は、意見書１ No１の見解に示し

たとおりであり、灰溶融炉を含めた計画施設の稼働電力と発電量については、

「準備書 P678 表 4-16-15」のとおりです。 

なお、灰溶融炉についての考え方は、意見書１ No３ の見解と同じです。 

９ 第４章 4-16 温室効果ガス等 678 

４．温室効果ガス発生量の削減について 

 施設稼働の余剰電力を二酸化炭素削減量に換算して、環境保全目標と整合、と

結論されています。灰溶融炉は膨大なエネルギー、とりわけ大電力を消費する施

設です；灰溶融炉の設備・装置の具体的な仕様なしにどのように計算されたので

しょうか。計算根拠を示して下さい。 

 ごみ焼却に伴い発生した熱エネルギーによる廃棄物発電を行い、灰溶融炉

の稼働に必要な電力を賄う計画であり、新たな化石燃料を必要としないこと

から、灰溶融炉の稼働に伴う温室効果ガスの発生はほとんどないものと判断

しております。 

ご指摘があった灰溶融炉の説明が不足する部分につきましては、評価書に

おいて記載いたします。 

１０ 第１章 1-5 事業の内容 9 

５．準備書には、方法書と不整合な部分がある 

 方法書に対する知事意見「事業計画３ 施設計画の策定に当たっては、長野市

地域の省・新エネルギービジョン等に配慮すること」とあります。 

 準備書は、施設計画の策定無しに作成されております。また、膨大なエネルギ

ーを消費する灰溶融炉の導入は、「省・新エネルギービジョン等への配慮」をし

たことになりません。少なくても、この観点から吟味すべきです。 

 上述した、方法書「環境影響評価と併行して施設の詳細計画を策定してまいり

ます」の記述にも反しています。 

H22 年を目標年度とした長野市省エネルギービジョン及び新エネルギービ

ジョンでは、化石エネルギー消費を地域全体で 1990 年レベルに削減すること

や定格出力 6,000kW の廃棄物発電の導入が目標とされておりましたが、その

後、両計画を承継した長野市地球温暖化対策地域推進計画においても、エネ

ルギーの面的利用促進の観点から、ごみ焼却施設でのエネルギー回収の推進、

周辺施設での余熱利活用の検討がうたわれております。 

当広域連合が計画する灰溶融炉の稼働においては、新たな化石燃料を必要

としない廃棄物発電により賄う計画としています。また、廃棄物発電は、定

格出力 6,000kW を上回ると計画していることから、これら計画等に配慮した

ものと考えております。 

なお、廃棄物発電の他に、太陽光発電の導入を計画するとともに、雨水利

用、屋上緑化等についても検討を行ってまいります。 

１１ 第６章 
6-1 事後調査項目の 

選定 
707 

６．事後評価について 

 6.1 事後調査項目（大気質・供用）の非選定について 

事後調査項目（大気質・供用）に非選定があります。稼働後 5 年程度は、非選定

項目を設定すべきではありません。環境の化学・科学と技術は、伝統的な他の学

問分野と比べて歴史が浅く、また境界領域の分野でもありますので、何が起こる

か分からないことが多い分野です。「影響がないことから、事後調査を行わない」

とは、あまりに不遜な態度で、専門家がよく陥りがち間違で事故のもとです。も

っと真摯で謙虚な態度で準備書の作成をしていただけないと不安です。 

 事後調査において一酸化窒素、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラ  

クロロエチレン、ジクロロメタンを調査対象としなかった理由は以下のとお

りです。 

・一酸化窒素：窒素酸化物の大気質への影響については、環境基準が定め

られている二酸化窒素で行います。 

・ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン： 

これらの項目は、通常、搬入ごみに含まれることは少ない

ものと考えられ、また、高温燃焼に伴い分解され、排ガス

に含まれることはないと考えます。 

また、粉じん・降下ばいじんについては、工事中の土砂の巻き上げ等を確

認するために実施するものであり、存在・供用時は行いません。 

なお、煙突から排出される排ガスについては常時監視を行い、濃度を掲示

するとともに、法定検査、周辺環境のモニタリング調査の結果についても  

公表してまいります。 
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Ｎｏ 

意見書２                                                     （ ３ ／ ３ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

１２ 第６章 
6-3 事後調査結果の 

報告等 
740 

6.2 予測方法・予測値の検証（事後調査項目の調査結果）と対応について    

 施設稼働後、予測方法・予測値を検証し、事後調査が予測値・評価結果と整合

しない場合は、直ちに適切な措置を講ずることを明記して下さい。 

 事後調査結果が予測値を上回ると認められた場合には、適切な対策・措置を実施

いたします。また、これらの対応や事後調査の結果については、報告及び公表･公開

をしてまいります。これらのことについて、評価書において記載いたします。 

１３ 第３章 
3-1 環境影響を及ぼす 
  要因と環境要素の 
  抽出 

177 

7．施設の寿命、濃度規制と総量規制について 

 焼却施設・灰溶融炉の寿命・耐用年数について一切記述がありません。 

 現状では、全て濃度規制で評価していますが、何十年に亘る稼働を想定するな

ら、総量規制の観点からの評価も必要です。調査項目には排出汚染物質が蓄積す

るものあります。 

この視点からの判断も準備書に述べてください。 

 計画施設については、適切な維持管理、メンテナンスを行うことで既設の長野市

清掃センターと同様の年数での稼働が可能と考えております。 

今回の環境影響評価については、長野県環境影響評価技術指針に基づいて実施し

ており、指針の中には、ご指摘のような概念による評価は含まれていないものと  

考えております。 
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Ｎｏ 

意見書３                                                     （ １ ／ ２ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

１４ （ その他 ）   

１） 長野市清掃センターをめぐる長野市と松岡区との協定書について（２項に関連して） 

 現存の清掃センターは、昭和 37 年 10 月に鶴賀七瀬町から移転され、49 年間稼働してお

ります。 

 その間何度か施設が増改築され、長野市と松岡区で協定書が取り交わされてきました。 

 昭和 54 年 2 月 26 日付協定書では、長野市清掃センターは大豆島地区全体に係る施設で

あることから、長野市大豆島地区区長会○○○氏が代表になっております。特に長野市リサ

イクルプラザ建設に伴う協定書（平成 5 年 8 月 27 日付）では、長野市長塚田佐氏と松岡区

長○○○氏との間で「No.1 清掃工場の将来について‥当該地は近い将来、住宅地に囲まれ

る場所にあり清掃工場としての立地条件は、大変悪いと思われるので、他への移転を考慮さ

れたい」それに対して「最近の清掃工場は、都市型工場が多く建設されています。全市的な

見地で将来、構想を検討します」と回答しております。（別紙参照） 

 松岡土地区画整理事業が始まっており、農地の宅地化が進む中、住宅地の中に清掃セン

ターが新たに新築されることは松岡住民はもとより大豆島地区全体の発展に支障を来すこ

とになることは明白です。 

 この間、長野市ごみ焼却施設建設地検討委員会は、サンマリーンながの周辺部を第一候

補地に向けて会議を進めてきました。この議事の進め方に疑問を抱いた学識経験者（信州大

学工学部教官）及び公募委員の 2 名が途中退任しております。このことについてどう判断さ

れますか。 

 長野市長塚田佐氏と松岡区長○○○氏との間で取り交わした協定書の重みをどう思われ

ますか。 

 長野市と松岡区との協定書につきましては、当事者ではありませんので

お答えできません。 

１５ 

第４章 
 
 
（ その他 ） 

4-10 植物 
 
 
 

525 
 
 
 

２）松岡土地区画整理事業の公園造成地（さくら公園）に長野広域連合ごみ焼却施設建設

候補地に選定されている（127 項） 

 松岡土地区画整理事業の施行面積は、34.8ha 計画人口 1,597 人で土地区画整理法施行規

則の設計概要の設定に関する基準、：第 9 条 6 項に「設計の概要は公園の面積の合計が施行

地区内に居住する人口一人当たり 3平方メートル以上であり、かつ施行地区の面積の 3パー

セント以上になるように定めなければならない」と規定されています。 

 計画公園は ①くろっかす公園 1459.33 ㎡、②あさがお公園 1232.83 ㎡、③こすもす公

園 1459.83 ㎡、④さくら公園 6,557.16 ㎡でした。（別紙参照） 

 疑問点は、一番大きな公園であるさくら公園は造成されないまま、平成 17 年 3 月 16 日

組合解散の認可を受け同 4 月 2日解散総代会を開催している点です。 

 しかも長野市ごみ焼却施設地検討委員会（委員長高川秀雄）は鷲澤正一長野市長に、平

成 17 年 4 月 21 日付にて、(1)最も優位と判断した候補地として、大豆島松岡二丁目（サン

マリーンながのおよびその周辺部） (2)優位と判断した候補地して、芹田川合新田（旧南

部浄化センターおよびその周辺部）の建設候補地を答申しました。 

 松岡土地区画整理組合地権者解散会（同年 5 月以降に行われている）以前に答申されて

いることです。組合が解散すると、その土地は長野市に帰属してしまうからです。市当局は

そのことを理由に現在稼働している清掃センター後地に公園を造ると公言しております。本

当に現在の清掃センター後地が公園として使用できるのか、はなはだ疑問です。 

 しかも土地区画整理事業法施行規則に抵触しないのか疑義があります。 

 127 項の草地と明記されている場所こそ、サンマリーンながの北側の約 2000 坪のさくら

公園が造成される場所であり、何故草地と書かれているのでしょうか。 

 松岡土地区画整理事業につきましては、当事者ではありませんのでお答

えできません。 

 

 なお、準備書要約書 P127 に記載しています「対象事業実施区域は、北

側が草地」については、現況の植生の状況を示したものです。 
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Ｎｏ 

意見書３                                                     （ ２ ／ ２ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

１６ 

第３章 
 
 
第４章 

3-1 環境影響を及ぼす要 
 因と環境要素の抽出 
 

4-11 動物 

177 
 
 

606 

３）137 項「希少動物の保護」が図られておりとありますが、特に周辺住民の健康問題、

日常の生活についてどう考えておられるのでしょうか。「人の生命は地球より重い」と言

われます。周辺住民の健康調査はしなく、動、植物の保護に重点をおくやり方は、人権無

視もはなはだしく思います。 

 環境影響評価において地域住民の健康調査等は行いませんが、地域の生

活環境は、国が定めている環境基準や法規制等を基に設定する環境保全目

標値を遵守すること、現状が環境基準よりも十分に低い場合などは現状を

悪化させないようにすること、汚染物質の排出は法規制値よりも可能な限

り抑えること等により保全していきます。 

１７ （ その他 ）   

 長野市ごみ焼却施設地検討委員会では大豆島地区にはオオタカが飛来しない地域であ

ることから建設候補地として点数が加算されました。その後の調査で大豆島地区にもオオ

タカが飛来することが確認されました。一度定めたことも修正するのが民主主義のルール

と思いますが、如何でしょうか。 

 長野市ごみ焼却施設建設地検討委員会における選定経過については、 

本環境影響評価と直接関係がないと考えておりますので、見解は差し控え

させていただきます。 

１８ 準備書全般   

４）資料、データーについて 

 調査資料が１５年程前のものであったり、古い地図が 20 個所以上あったりして、要約

書としての意義がうすれてしまいます。 

 実態調査も短期間のデーターであり、焼却施設も定まらない中での調査が稼働した時の

ギャップがあることは、明白です。 

 科学的な根拠のある資料を示すことが大切です。科学者も納得できる資料の提示を求め

ます。 

調査資料、地図等については、再度、確認を行い必要に応じ評価書に  

おいて修正したものを記載いたします。 

 また、現況調査については、長野県環境影響評価技術委員会で審査を 

受けた方法書により、一年にわたり建設候補地及びその周辺で多岐にわた

る調査を行いました。 

周辺環境の現況を把握する上で十分な調査を行うことができたと考え

ております。 

１９ （ その他 ）   

５）地域住民（大豆島地区全体）の声が反映出来るような方途を考え、物事を進めること

を強く要望します。 

  １）でも述べたように、長野市ごみ焼却施設地検討委員会の構成員も長野市長与党の

市議会議員が多く、運営に問題があり、長野広域連合ごみ焼却施設建設に関する松岡区

検討委員会も３分の２以上が行政にたずさわっている人達で構成されていました。（私は

常会代表の委員）そうした中で、検討委員会の任務外の長野広域連合から要望のあった、

地質調査及び環境影響評価（アセスメント）受け入れについて、松岡区長が松岡区検討

委員会委員に依頼し、検討委員会に計れば賛成多数で受け入れが承認されます。大豆島

地区全体の区長も松岡が受け入れたとの理由で追認するといった、まったく地域住民の

声を無視した運営をしてきているのが実態です。 

  長野市清掃センターの煙突も 80m の高さがあり、すくなくとも半径 2km 以内の住民の

生の声を反映させることが重要と思っています。 

  長野広域連合として、松岡地区だけを特別扱いするのではなく、清掃センターは松岡

地区の東のはずれに位置し、上区の住居の方が近いことを考慮し、大豆島地区全体の問

題として、今後進められることを強く要望します。 

当広域連合では、「積極的な情報の公開」、「地域の意見の十分な反映」、

「地域の特性に配慮」という３つの基本方針を掲げ、建設候補地の直接の

地元である松岡区及び大豆島地区の皆様に対しまして、機会あるごとに説

明会の開催や資料の全戸配布等を通じて、ご意見をお聞きしながら、ご理

解とご協力をお願いしてまいりました。 

今後も地域の声を反映できるよう努めてまいります。 

 なお、長野市ごみ焼却施設建設地検討委員会につきましては、本環境影

響評価と直接関係がないと考えておりますので、見解は差し控えさせてい

ただきます。 
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Ｎｏ 

意見書４                                                     （ １ ／ ２ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

２０ 準備書全般   

① 4ページ 1－5－2 対象事業区域及び周辺区域の概況 

○ 地図が古く周辺区域の正確な説明になっていません 

 対象区域の地図 1－5－2 に記載されている現清掃センターの前の「SEIYU」は 5

年ほど前に撤退し直後に三立電機松岡工場が入っています。そして SEIYU 駐車場

の跡地は住宅地となっています。また、候補地の道路をはさみ北側は区画整理で

住宅地となったため、住宅がかなり増えています。これらは、環境影響評価を実

施された以後の変化でなく、数年前からの変化です。したがってこの項の説明は、

周辺区域の正確な説明にはなっていません。 

 地図に関しては上記の地図は資料の中では新しい方で、SEIYU ができる以前、

区画整理前の道路がのっている十数年前の地図も資料の中に沢山あることも問

題です。 

意見書１ No２ の見解に同じです。 

 

２１ 

第１章 
 
 
（ その他 ） 

1-5  事業の内容 
 
 
 

6 
 
 
 

○ サンマリンの北は「土地区画整理法施工法 9条で公園に指定」された土地で

す 

 4 行目「北部は広場となっている」と記載されていますが、ここは区画整理法

施工法 9 条で公園に指定された土地です。 

 長野広域連合は、公園の代替地として、「現焼却施設の跡地」を公園にすると

いわれました。しかし「焼却施設の跡地で子どもたちを安心して遊ばせることが

できるのか」心配です。環境影響評価に代替地の環境も評価してほしいと要望し

ましたが、それは広域連合のアセスでするものではない。という説明でした。代

替地の環境への影響は公園用地に施設を建設する広域連合の責任で行うべきだ

と思います。「事業主体が違う」という説明は無責任だと思います。 

 又、焼却場の跡地で、しかも不燃物破砕施設やプラ圧縮施設は残る為、そのよ

うな処理施設にはさまれたところが公園の代替地として適した場所とはいえな

いと思 います。 

準備書要約書 P4 に記載しています「北部は広場となっている」については、  

建設候補地の現況の利用状況を示したものです。 

 また、現焼却施設の解体については、対象事業実施区域外であること、事業主体

が異なること等の理由から、本環境影響評価の評価対象としていません。 

なお、現焼却施設の跡地を公園にすることに関しては、本環境影響評価と直接関

係がないと考えておりますので、見解は差し控えさせていただきます。 

２２ 第４章 4-3 振動 
395 
 

408 

② 85 ページ～ 4－3振動について 

 予測値と法規制が現況を大きく上回っていることに疑問を感じます。 

 現在でも処理施設などがある地域に新たな負担を強いることガはっきり分か

ります。 

 法規制以下だからと現況を上回ることは認められない。放射性物質の規制でも

分かるように法規制地は絶対数値ではない。 

 計画施設の建設に際し、現況の振動レベルより上昇すると予測しましたが、これ

は、建設機械が最も集中した場合の予測値であり、また、施設稼働後については、

建物等による振動の減衰を考慮せずに設置する機器の最大値を基に予測したもの

です。 

 建設及び施設稼働に際しては、環境保全措置を確実に実施し、振動の抑制を  

図ってまいります。 
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Ｎｏ 

意見書４                                                     （ ２ ／ ２） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

２３ 
第４章 
 
（その他） 

4-15 廃棄物等 
 
 

657 

③ 151 ページ サンマリーンながの解体について 

 この計画の実施されると、サンマリーン解体でかなりの廃棄物が出ることが分

かりました。その上、現焼却施設の解体も実施されるはずです。 

 サンマリーン長野は耐震化をして、残したほうがいいと思います。 

 本事業は、「サンマリーンながの」を取壊し、新たに焼却施設を建設するもので

す。 

 なお、「サンマリーンながの」及び「現焼却施設」の解体は、事業主体である長

野市が実施することになりますが、発生する廃棄物は積極的にリサイクルが図られ

るものと考えております。 

２４ 

第１章 
 
 
第４章 

1-5  事業の内容 
 
 
4-16 温室効果ガス等 

9 
 
 

667 

④ 155 ページ 4－16 温室効果ガスなど 

○「灰溶融炉」の温室効果ガスについて記載がありません 

 焼却施設の稼動に伴い排出される温室効果ガスはあるが「灰溶融炉」でどのく

らい温室効果ガスが出るのか記載されていない。先日の説明会でも、「灰溶融炉

を建設しても売電できます」と説明がありましたが、その根拠が抜けています。 

 環境省も「灰溶融固化設備廃止による燃料などの削減により温室効果ガスが削

減に寄与する」ことなどを理由に灰溶融炉を廃止しても補助金の返還を求めない

という通達が出ていると聞きます。（平成 22年 3月に都道府県知事宛） 

 灰溶融炉の温室効果ガスについては、意見書２ No８,９ の見解に同じです。 

環境省の通達については、意見書１ No３ の見解に同じです。 

２５ 
第 1 章 
 
第４章 

1-5  事業の内容 
 
4-16 温室効果ガス等 

9 
 

678 

○広域で遠くからごみの搬入出車両で 132.3tCO2／年の増加について。 

 広域でごみを一極集中することにより、環境への影響が大きいということが分

かりました。近年災害も多い中、ごみ処理の広域化で一極集中させるより、分散

化でそれぞれの地域が減量目標を作ってごみ減量を進めるほうがいいと思いま

す。広域化計画は再検討すべきだと思います。 

廃棄物搬入車両等の走行に伴う温室効果ガス等は、収集範囲の拡大により増加し

ますが、一定規模以上の施設で連続運転を行うことで、安定燃焼が確保され、ダイ

オキシン類の発生を低減させることができる他、処理コストの削減や焼却に伴う熱

エネルギーの回収を効率良くできる等のメリットがあり、事業全体として温室効果

ガス等の削減に大きく寄与できるものと考えております。 

このように、ごみ処理広域化基本計画は、総合的な観点から検討されています。 

２６ 第 4 章 4-8 土壌汚染 177 

⑤ 重金属類の評価が不足しています。  施設稼働後については、適切な排ガス処理等を行うことで、重金属類による大気

汚染、土壌汚染は生じないものと考えております。 

また、建設候補地の現況調査において、土壌中の重金属類の調査を実施しました

が、土壌汚染は確認されませんでした。このことから、建設工事において掘削等の

土壌を搬出しても、周辺環境への影響はないと予測しました。 

２７ （ その他 ）   

以上、環境影響評価準備書に対しての意見を記入しました。 

この計画は進めるべきでないと強く感じました。再検討を要望いたします。 

 ご意見のあった事項につきましては、見解としてお示ししたとおりです。 

なお、当広域連合管内の既存のごみ焼却施設は何れも老朽化が著しく、早急に 

更新を行う必要があると考えており、本計画は、総合的な観点から検討されている

ものです。 

 



 

 - 9 -

 

Ｎｏ 

意見書５                                                     （ １ ／ ５ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

２８ （ その他 ）   
１．二頁八行目 平成十六年五月～長野市ごみ焼却施設建設地検討委員会・学識

経験者と公募委員二名退任。 

長野市ごみ焼却施設建設地検討委員会につきましては、本環境影響評価と直接関

係がないと考えておりますので、見解は差し控えさせていただきます。 

２９ （ その他 ）   

２．三頁 環境にやさしい施設、長野市不燃ごみ破砕施設は、約半分が可燃ごみ

として燃され破砕されていた平成六年～二十一年暮までダクトだけでそのま

ま外に放出され三億円ほどかけて改善されました。それまで有害物質が放出さ

れていたことにだれが責任を取るのですか。 

 本件につきましては、当事者ではありませんのでお答えできません。 

３０ 準備書全般  地図・資料等  

３．三頁から次の頁は古くいつの地図ですか。五頁、六頁、十四頁、四十八頁、

四九頁、六四頁、七十頁、七六頁、七九頁、八十二頁、九五頁、九十九頁、百

頁、百一頁、百六頁、百十六頁、百十七頁、百二八頁 

意見書１ No２ の見解と同じです。 

 

３１ （ その他 ）   
４．七頁 本事業の供用開始は、二十六年度中としてあるが、パッカー車の洗車

の悪臭は、それまで我まんすることですか。 

 本件につきましては、当事者ではありませんのでお答えできません。 

３２ （ その他 ）   

５．元気なまちづくりで落合橋北詰が通勤ラッシで困るなんとかといっていたの

が、今、平成二十三年八月現在、土手の北側に盛土して一車線拡幅したいと議

題になっていたのは、ごみの車を考えていたとは・・・・ 

 本件につきましては、当事者ではありませんのでお答えできません。 

３３ （ その他 ）   
６．松岡土地区画整理が実施され、農地や畑が宅地並みの税金で、税金が高くて

土地を手放す状況になり、松岡及び上区の清掃センター周辺では宅地もアパー

トも安くなっている。 

 本環境影響評価と直接関係のない事項であることから、お答えできません。 

３４ 

第３章 
 
 
第４章 

3-1 環境影響を及ぼす 
 要因と環境要素の抽出 

 
4-11 動物 

177 
 
 

606 

７．二十一頁 大切にしたい長野市の自然と次から次へと出ますが、周辺に住む

人間は・・・、動植物、鳥類他、もろもろの物より、人間が健康で長生きでき

るよう考えて下さい。 

 意見書３ No１６ の見解と同じです。 

３５ 第１章 1-5 事業の内容 9 

８．廃棄物の排出、処理、平成十八年頃から灰、及び飛灰は、入札により県外及

び民官で受け入れていただいているのなら溶融炉はなくてもよい。 

灰溶融固化処理は、最終処分量の減容化、ダイオキシン類の無害化等に有効であ

り、再資源化につながるものと考えております。 

焼却灰等の最終処分を民間に依存することは、倒産や撤退など不安定要素も考え

られ、継続性、安定性に課題があると考えております。 

３６ 第３章 
3-1 環境影響を及ぼす 

要因と環境要素の 
抽出 

177 
９．四十一頁 施設の存在、供用による焼却施設の稼働、周辺に生息する動植物

へ影響を及ぼす可能性が考えられるとあるが人間は考えていないのですか。 

 意見書３ No１６ の見解と同じです。 

３７ 
第４章 
 
（ その他 ） 

4- 1 大気質 
 
 

293 

10．五十九頁 焼却灰等搬出車両の走行に伴う粉じん飛散の程度の文章中に、天

狗沢は二十五年三月で満杯で契約切れであり延命策として平成十七年頃？か

ら山形県秋田県へ入札により安すかったので輸送されている大事なことが書

かれていない。 

長野市の廃棄物処理に関する事項であり、本環境影響評価と直接関係のない事項

であることから、記載しておりません。 
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Ｎｏ 

意見書５                                                     （ ２ ／ ５ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

３８ 第４章 4-5 悪臭 441 

11．百二頁 パッカー車の洗車場の臭気多くあり。  計画施設については、「準備書 P445 表 4-5-15(2)」に示すとおり、室内に廃棄物

搬入車両の洗車場を設置し、室内の負圧化または自動扉等を設けることによって、

施設外への臭気の漏洩を防止する計画です。 

３９ 第４章 4-8 土壌汚染 506 
百二十一頁 上から四行目から現在と同様にコンテナ車又は、天蓋付車両により

行うとありますが、今現在、どこへ運搬されているのですか 

 長野市清掃センターから搬出される焼却灰等については、長野市天狗沢最終処分

場及び民間の最終処分場へ搬出しているとのことです。 

４０ 第４章 
4- 1 大気質 
 
4-18 土壌汚染 

197～ 
 

7502 

百二十一頁 上から二十二行目、地域住民の生活環境に著しい影響を与えないこ

ととありますが、たとえ微量であっても日量四五〇ｔ稼動して永久的にこの地

に設置されることは、汚染がちく積され続けるのでは。 

 適切な排ガス処理等を行うことで、大気汚染、土壌汚染は生じないものと考えて

おります。 

４１ 第４章 
4- 1 大気質 
 
4-10 植物 

197～ 
 

512 

12．百二十五頁 周辺の草木はよいとしても焼却炉のまわりには、田畑河川敷等

は、多くの人々が野菜等作っていますが大丈夫でしょうか。 

 適切な施設管理を行うことで、農作物等に影響はないものと考えおります。 

４２ 第４章 4-10 植物 525 

13．一二七頁上から十二行目 草地とありますが公園です。なんと大きなあやま

りが書かれているのでしょうか。 

 

 準備書要約書 P127 に記載しています「対象事業実施区域は北側が草地」につい

ては、建設候補地の現況の植生を示したものです。 

４３ 第４章 4-10 植物 540 
14．七行目 人口草地？ 公園では以下三ヶ所にある公園、今は公園ではなく 

なっているのですか。 

準備書要約書 P130 に記載しています「1.4ha は人工草地である」については、

建設候補地の現況の植物群落を示したものです。 

４４ 第１章 
1-4 事業の目的及び 

必要性 
5 

15．太陽からは請求書は来ません。壁面にもパネルを、屋上の緑の緑化もいいで

すが、太陽光発電はどうなのですか。公共の施設には設置するとの市の方針な

ので両方とも設置は出来ないものなのでしょうか。 

 太陽光発電については、積極的に設置してまいります。 

４５ 
第１章 
 
第４章 

1-5 事業の内容 
 
4-10 植物 

16 
 

522 

16．百三二頁上から十八行目 注目される種は、すべて犀川堤外地に生育してい

ると書いてあるが、煙突の高さから周辺へたとえ微量であろうが焼却炉が稼働

している時は、なんらかの化学物質がバラまかれているのですね。 

 排ガス中のばいじんなど計画値を定めた物質については、法規制値より低くなる

よう適切な排ガス処理を行ったうえで、煙突から排出されます。 

 なお、犀川堤外地に生育している樹木について活力度調査を行った結果、既存の

長野市清掃センターが稼働している中で、植物の活力状況に影響は見られませんで

した。 

４６ 第４章 4-11 動物 580 
17．百三四頁下から九行目 動物相及びとはなんですか。  動物相とは、調査範囲に生息する哺乳類や鳥類などの動物の種類およびその種構

成状況を意味します。 

４７ 
第１章 
 
第４章 

1-5 事業の内容 
 
4-10 植物 

12 
 

541 

18．百三五頁 現時点では、植栽樹種等の緑化計画は未定であるとありますが一

つの提案として私は、空気を浄化するといわれているユーカリの木を沢山植え

てみてはいかがでしょうか。ほかにも空気を浄化する樹木は種々あると思いま

す。ご検討を。 

 周辺植生と調和する植栽を行ってまいります。 
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Ｎｏ 

意見書５                                                     （ ３ ／ ５ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

４８ 第１章 
1-4 事業の目的及び 
  必要性 

5 
 百三五頁 下から三行目排水は雨水排水だけとありますが、施設が稼働した時

には、雨水もためておいて使えるようにしたらどうですか。 

 雨水の再利用について、検討してまいります。 

４９ 

第３章 
 
 
第４章 

3-1 環境影響を及ぼす 
 要因と環境要素の抽出 

 
4-11 動物 

177 
 
 

606 

19．百三七頁 「希少動植物の保護」が図られており、とありますが私達人間も

動物です。周辺地域の人間様のことはどう考えているのでしょうか。 

 意見書３ No１６ の見解と同じです。 

５０ 第４章 4-13 景観 621～ 

20．百四十頁、四十一頁 文章通りであり地図では住宅もない、白紙の状態の図

面をなぜ使用しているのですか。 

調査地点を表記した地図の中に現況の建物等が反映されていない点につきまし

ては、必要に応じ評価書において修正したものを記載いたします。 

５１ 第１章 
 
1-4 事業の目的及び 

必要性 
5 

21．百四十三頁 景観として、屋上緑化、太陽光発電も設置で屋上に出て眺望も

良く見学出来る屋上であってほしい。 

 屋上の有効活用について、検討してまいります。 

５２ 第４章 
4-14 触れ合い活動 
  の場 

647 
22．百四十七頁 触れ合い活動の場の調査結果何月何日に調査目指したのか記さ

れていない。 

 触れ合い活動の場の現況調査は、平成 21 年 8 月 23 日（日）に実施しております。 

 評価書要約書において追加したものを記載いたします。 

５３ 第４章 4-15 廃棄物等 657 
23．百五十一頁八行 どこで最終処分するのですか、県外の民官業者、それとも

県内の民官業者ですか。 

 「サンマリーンながの」の解体工事による廃棄物の最終処分先は、現時点では決

まっておりません。 

５４ 第４章 4-15 廃棄物等 658 

 百五十一頁 天狗沢最終処分場など三施設は、どこですか。  ３施設は、長野市の天狗沢最終処分場と牧野島不燃物処理場、信濃町の桝形不燃

物最終処分場です。 

５５ 第１章 1-5 事業の内容 9 

  二十三年度も山形県や飯山陸送に入札でお願いしている状況ですね、このま

ま、灰溶融炉などつけないで民官にお願いした方が安すいのではないでしょう

か。先日柳泉園組合の焼却施設も見学させていただいた折にも、灰溶融炉をつ

けなくて結果的によかったと答えておりました。高額の費用をかけて設置する

より、八月二十日～二十一日におこなわれた信州環境フェアーに出店してい

た、佐久の業者のお考えもお聞きしましたところ民官に入札してお願いした方

がよいと、今は、国の方針として必らずしもつけなくともよく、補助も少なく

なっているとのこと。売電を沢山し、事故もある高温できけんな炉はやめて下

さい。 

 意見書５ No３５ の見解と同じです。 

５６ 第１章 
 
1-4 事業の目的及び 
  必要性 

5 

24．百八一頁 阿部知事様の意見の中にごみ削減目標を達成するためとあります

が阿部知事様は、以前、横浜中田市長様の下、副知事をしていた頃焼却炉を何

本も減らしたということを、当時中田市長様は、テレビ討論で答えておられま

した。是非その経験を長野県にも吹き込んでいただきたいと思います。ごみ減

量作戦が一番だと思います。 

 長野広域連合管内の８市町村における減量・資源化の取組みとして、平成 22 年

7 月までにごみ処理の有料化が６市町村で導入された他、平成 21年 10 月から長野

市において剪定枝の資源化等を行っております。 

 今後も、関係市町村において、実情に合わせた取組みが進むものと考えます。 
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Ｎｏ 

意見書５                                                     （ ４ ／ ５ ） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

５７ （ その他 ）   

 さらに不安を感ずることは、3.11 の原発ごみが、この先何年かかって処理す

るのか先の見えないごみの焼却も汚染されたごみを長野市の清掃センターで

受け入れの方向でありますとの回覧がまわりました。被災された方々の行く末

を考えると、日本国民として早くごみ処理をして現地の皆様を助けなければい

けないと心が痛みますが、当大豆島地区は、すでに五十年ほど前からごみの処

理を引受け、当時は、ハエが夜になると天井に黒くなるほどはりつき、昼間は、

ハエ取りリボンを何本もつるし、ハエタタきでたたいたり、大変いやな状況に

ありました。この地に生れ育って、あと生きても今までの年月はこの世で暮ら

すことは、出来ないと思えば、今ここで又、次の広域の施設を受け入れてしま

えば、子々孫々ずーとずーと、この地に設置され続き、西は戸隠の峯、東は高

山村の峯々からこの善光寺平の盆地の真中にゴミマイレージの不安を感じま

す。よごれた排気ガスの出ない電気自動車だけが焼却施設に集まって来るなら

100 歩ゆずって今ここに至っては・・・。今はやりのゲリラごう雨、及び災害

などのことを考えたら他の場所に二ケ所に分散してこの場所は、センターとい

う名の下に①不燃ごみ②資源ごみ③プラ圧縮梱包④犬猫焼却⑤可燃ごみ焼却

の各々の施設が集まり単体ならば悪臭はここからと云えますが、行政に伝える

と、内のところとは限らない、他にも民官の施設がありますからと逃げ口実、

大豆島の皆様には足を向けてねれないと云っておられた市の職員の方もおり

ました。き存の施設の隣に公園として区画整理されたのが集まり孫をつれて当

時は遊ばせるのに適当な公園だと思っていたらいつまでたっても草刈りをす

るだけで公園が出来ないと思っていたらなぜか広域連合の焼却施設が出来る

べく候補地となってしまいましたが、まだまだ役所の方々は現地を充分見て聞

いて考え直して下さい。 

ご意見は、環境影響評価の内容に直接関係するものではありませんが、当広域連

合では、「積極的な情報の公開」、「地域の意見の十分な反映」、「地域の特性に配慮」

という３つの基本方針を掲げ、平成 17 年 11 月の建設候補地選定後、松岡区及び  

大豆島地区の皆様に対しまして、機会あるごとに説明会の開催や資料の全戸配布等

を通じて、ご意見をお聞きし、ご理解をいただく中で測量・地質調査や環境影響評

価等を行ってまいりました。 
 

５８ （ その他 ）   

25．長野市ごみ検討委員会（平成十六年五月～平成十七年七月まで）では学識経

験者が途中で、そしてその後、公募委員も退任しております。市議会議員が過

半数をしめての委員会は無意味だと思います。これからの委員のあり方もお考

え下さい。 

長野市ごみ焼却施設建設地検討委員会につきましては、本環境影響評価と直接 

関係がないと考えておりますので、見解は差し控えさせていただきます。 

５９ （ その他 ）   

 大豆島地区の一年毎に役員さんが変られ焼却施設の関連の会議が開かれて

も言葉を発せれない状況で、終ってしまってからあの時はと、言われ、もれ聞

いておりますし、役員さんのお宅を訪問しても、今は役をしているので答えら

れないと言われている横で奥様は、ごみはくさいしでいらない、反対ですよと

しきりに私達の声に反応してくださっている事実、さらに大豆島に全戸配布に

なったと云われている、長野広域連合Ａ焼却施設に係る環境影響評価準備書

（案）〈概要版〉が松岡の一部の住民に配布されず、（別添の）回覧板がまわり

広域連合の方々及び市の関係者十数名が出席しての説明会だったそうです。こ

の件で意見を書いて出す資料が配布されず、これに対し広域連合は、配布され

なかったことは事実ですと認めておりますがもうすんでしまったことですと

話しが続きません。このことは意見を書いて出すべく冊子が手元に届かなけれ

ば読むことも意見を書くことが出来ない状況下におかれた理由は、どこで、ど

うしてと考えればこの説明会は成立しないことになります。 

 当広域連合が大豆島地区に対し独自の取組として行いました、「長野広域連合 

Ａ焼却施設に係る環境影響評価準備書（案）＜概要版＞」の全戸配付につきまして

は、大豆島地区区長会のご了解をいただき実施したものですが、不行き届きがあっ

た点につきましては、お詫び申し上げます。 
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Ｎｏ 

意見書５                                                     （ ５ ／ ５） 

準 備 書 で の 該 当 箇 所 

意見書の原文 意見等に対する事業者の見解 

章 項 目 Ｐ 

６０ （ その他 ）   

 以前、北寄りの西側に２つの会社があり訪問しお聞きしたところ公園なんだ

から公園として使えば問題ないと一社の方、もう一社の方は公園が焼却場にな

るのなら反対だといっておられましたが今はどうお考えでしょうか。 

 本環境影響評価と直接関係がないと考えておりますので、見解は差し控えさせて

いただきますが、今後も、地域の皆様のご意見を十分お聞きする中で、ご理解をい

ただけるように努めてまいります。 

６１ 第４章 

4-1 大気質 
 
 
 
4-5 悪臭 

326 
 
 
 

444 

 平成六年稼動の資源化施設が出来その中で不燃ごみとして集められたごみ

を最初は五日間稼動していたようですがこのところ週二日間だけですとのお

話したびたび見学に行くことがありましたがいつも稼動していないので不燃

ごみ破砕されている時に見学させて下さいとお願いし。当日は雨降りで雨雲が

たれこめている状況で排気口から出た、たぶんきけん物質が含まれていたでし

ょう蒸気が建屋の南へまわりこんで流れ清掃センターの玄関の前を歩いてい

ると、すごい異臭がしました。この時全員の方が異臭を感じ一人の女性の方は、

二日ぐらい頭痛がし体調が良くなかったとの声 平成六年不燃ごみ破砕施設

が出来 平成二十一年十二月末までダクトから出ていたのが、三億円ほどかけ

出来たものすごい装置を見学させていただきましたが、やはりこの間の十数年

間なんの除染装置もなくもろにダクトから放出され近くの住民の一人からは

自宅に来ると調子が悪くなるという話しも聞くにつけ 3.11 の原発の終そくの

メドがつかいないこの世の中、広域ごみ焼却施設が出来るとなれば大気汚染な

ど目にみえない物に苦しめられこの世を去るとなると生きる希望もなくなり

ます。 

 計画施設においては、悪臭への対策を十分に行うとともに、ダイオキシン類をは

じめとする有害物質についても、公害防止基準の遵守はもちろん、さらなる低減を

目指してまいります。 

６２ （ その他 ）   

 最後に同じ大豆島地区民である松岡区に特別に分けて説明会を行っている

ことが税金のむだ使いであり大変問題ありと申し上げなんらかのかけひき 

が…平等で公平な役所の姿政を示して下さい。 

 本事業につきましては、重要な課題であることから、建設候補地の直接の地元で

ある松岡区及び大豆島地区のそれぞれにご理解とご協力をお願いする必要がある

と考えております。 

６３ （ その他 ）   

 人間は動物、勉学にいそしみ対話も出来る人間ってすばらしい動物この命を

大切に、行政のこそくな情報のからくりで大きな公共事業をゆうどうする者は

つみ深い人間であります。とくと考えて下さい。 

 放射性廃キ物の最終処分の仕方やそれまでの管理方法について安心できる

対応策を早急に示さなければならない住みにくい日本になって行くのではな

いでしょうか。 

 今後も、地域の皆様のご意見を十分お聞きする中で、ご理解をいただけるように

努めてまいります。 

 

 


